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○ 取扱い 

 胃炎に対するトリメブチンマレイン酸塩製剤（セレキノン錠等）の算定

は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 トリメブチンマレイン酸塩は、消化管平滑筋に作用し、胃運動調律作用

や消化管連動運動誘発作用、胃排出能改善作用、腸運動調律作用等を有し

ている。 

 また、添付文書の効能・効果は、慢性胃炎における消化器症状（腹部疼

痛、悪心、噯気、腹部膨満感）の改善であり、胃炎の消化器症状に対して

も有用である。 

 以上のことから、胃炎に対する当該医薬品の算定は、原則として認めら

れると判断した。 

 

 


